
        
令和４年度 入間市国民健康保険 

特別会計当初予算（案）について                
資料２-(1) 

令和 4年 2月 1日 



(単位：円)

エ 153,758,000 過年度に賦課し、滞納されている国保税

オ 1,000 震災等で被災した方の保険給付費に対する補助金

保険給付費の②③のほか、④（審査支払手数料）の一部の支払いに対する県交付金

ク 1,000 収支不足等の補填のための繰入金

ケ 200,000,000 ⑤⑥⑦の納付金に不足が生じた場合などに基金から繰入れる繰入金

コ 1,000 前年度の国民健康保険特別会計の歳入歳出差引分（形式収支）

14,135,041,000

カ 10,149,025,000

サ その他の収入 53,755,000

保険給付の実施等の国保事業の円滑かつ確実な実施及び県内市町村の財政状
況等の事情に応じた財政調整のために、県から交付される交付金

特定健康診査等の費用に対する国・県の負担分及び保険者努力に対する支援金
等

（保険給付費等交付金）

　　（普通交付金）

一般会計繰入金（その他）

キ 一般会計繰入金（法定分）

基金繰入金

繰 越 金

歳入合計

延滞金、第三者納付金（交通事故等第三者から受けた傷病に対する加害者負担）、
資格喪失後受診に係る返納金等

589,451,000

（介護納付金分）

国保税滞納繰越分

国庫支出金

県支出金

　　（特別交付金）

低所得者の国保税（均等割）の軽減等、出産育児一時金及び事務に係る経費、高
齢者割合が高いことに対する財政支援として、国・県・市の公費負担の繰入金

2,076,289,000

706,274,000

206,486,000

ア

イ

ウ

国保税現年課税分
（医療給付費分）

国保税現年課税分

国保税現年課税分
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　　　令和４年度国民健康保険特別会計当初予算概要

歳 入 科 目 説　　　　　　　　明

⑤の医療給付に係る納付金を賄うための国保税

⑥の後期高齢者支援金等に係る納付金を賄うための国保税

⑦の介護納付金に係る納付金を賄うための国保税（40歳から64歳が対象（第2号被保険者））

（後期高齢者支援金分）

ア国保税現年課税分

（医療給付費分）

2,076,289,000円

14.69%

イ国保税現年課税分

（後期高齢者支援金

分）

706,274,000円

5.00%

ウ国保税現年課税分

（介護納付金分）

206,486,000円

1.46%

エ国保税滞納繰越分

153,758,000円

1.09%

オ国庫支出金

1,000円

0.00%

カ県支出金

10,149,025,000円

71.80%

キ一般会計繰入金

（法定分）

589,451,000円

4.17%

ク一般会計繰入金

（法定外）

1,000円

0.00%

ケ基金繰入金

200,000,000円

1.41%

コ繰越金

1,000円

0.00%

サその他の収入

53,755,000円

0.38%

金額・割合歳入



(単位：円)

② 9,960,138,000 一般被保険者の医療費（本人負担分除く）を国保が支払う費用

③ 332,000 退職被保険者等の医療費（本人負担分除く）を国保が支払う費用

④ 73,034,000 保険給付費のうち一般分、退職分以外の費用で、審査支払手数料、出産育児諸費、葬祭諸費等

3,831,634,000 市負担分として県に納付する納付金

⑤ 医療給付費分 2,540,023,000 医療給付に係る市負担分

⑥ 後期高齢者支援金等分 909,774,000 後期高齢者医療制度への支援金等に係る市負担分

⑦ 介護納付金分 381,837,000 介護保険制度への納付金に係る市負担分

⑧ 3,000 退職者医療制度の対象者把握のための年金受給者一覧表作成に係る費用

⑩ 149,000 県への納付金に不足が生じた場合の対応等、財政の安定化を図るための基金積立金

⑪ 20,721,000 還付金・還付加算金等

14,135,041,000

※退職被保険者等

レセプト点検、被保険者証交付、国保税賦課・徴収、国保運営協議会等に係る事務
経費

説　　　　　　　　明
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国民健康保険事業費納付金

保険給付費（一般）

保険給付費（退職） 

保険給付費（その他） 

共同事業拠出金

基金積立金

歳 出 科 目

糖尿病性腎症重症化予防事業、高血圧者受診勧奨事業、人間・脳ドック、医療費
通知、ジェネリック医薬品差額通知、コバトン健康マイレージ、特定健康診査・特定保
健指導等の保健事業に係る費用

65歳未満で、厚生年金等被用者年金に20年以上又は40歳以降に10年以上の加入期間があり、その年金受給権を取得している

被保険者と被保険者の扶養家族が対象。それ以外は一般被保険者（平成26年度末で制度廃止に係る経過措置が終了）。令和2

年度以降は、退職被保険者等は0人となる。

国保税については、令和2年度以降は対象者はなし。但し、過年度随時分の対象者を見込んでいる。
保険給付については、令和２年度以降は対象者はいなくなったが、過年度に遡って給付が発生する場合に備えての予算措置をした。

① 総 務 費 66,868,000

歳出合計

その他の支出等　　

⑨ 保健事業費 182,162,000

①総務費

66,868,000円

0.47%

②保険給付費（一般）

9,960,138,000円

70.46%

③保険給付費（退職）

332,000円

0.00%

④保険給付費（その

他）

73,034,000円

0.52%

⑤医療給付費分

2,540,023,000円

17.97%

⑥後期高齢者支援金

等分

909,774,000円

6.44%

⑦介護納付金分

381,837,000円

2.70%

⑧共同事業拠出金

3,000円

0.00%

⑨保健事業費

182,162,000円

1.29%

⑩基金積立金

149,000円

0.00%

⑪その他の支出

20,721,000円

0.15%

金額・割合歳出



〔単位：円〕

款 項 本年度当初予算額 前年度当初予算額 比較増減額 比較増減率 備　　考

１国民健康保険税 3,142,807,000 3,038,143,000 104,664,000 3.44%

１国民健康保険税 3,142,807,000 3,038,143,000 104,664,000 3.44%

１一般被保険者国民健康保険税 3,142,691,000 3,037,688,000 105,003,000 3.46%

(1)現年課税分 2,989,046,000 2,871,828,000 117,218,000 4.08%

(2)滞納繰越分〔収税課〕 153,645,000 165,860,000 △12,215,000 △7.36%

２退職被保険者等国民健康保険税 116,000 455,000 △339,000 △74.51%

(1)現年課税分 3,000 193,000 △190,000 △98.45%

(2)滞納繰越分〔収税課〕 113,000 262,000 △149,000 △56.87%

２使用料及び手数料 1,000 1,000 0 0.00%

１手数料 1,000 1,000 0 0.00%

１総務手数料〔収税課〕 1,000 1,000 0 0.00%

３国庫支出金 1,000 1,000 0 0.00%

１国庫補助金 1,000 1,000 0 0.00%

１災害臨時特例補助金 1,000 1,000 0 0.00%
震災等により被災した被保険者に係る保険税の減免に対する財
政支援

４県支出金 10,149,025,000 10,326,990,000 △177,965,000 △1.72%

１県補助金 10,149,025,000 10,326,990,000 △177,965,000 △1.72%

１保険給付費等交付金 10,149,025,000 10,326,990,000 △177,965,000 △1.72%

〔国保医療課〕 10,115,983,000 10,293,842,000 △177,859,000 △1.73%
保険給付の実施等の国保事業の円滑かつ確実な実施及医療費適正化に係
る市町村の努力に応じたインセンティブ等として交付される交付金

〔健康管理課〕 31,885,000 31,964,000 △79,000 △0.25%
特定健康診査の受診人数に応じた金額の2/3相当額が国・県負担金
として交付される交付金

〔地域保健課〕 1,157,000 1,184,000 △27,000 △2.28%
特定保健指導の実施人数に応じた金額の2/3相当額が国・県負担金
として交付される交付金

５財産収入 151,000 325,000 △174,000 △53.54%

１財産運用収入 151,000 325,000 △174,000 △53.54%

１利子及び配当金 151,000 325,000 △174,000 △53.54% 基金運用利子

６繰入金 789,452,000 908,969,000 △119,517,000 △13.15%

１他会計繰入金 589,452,000 588,743,000 709,000 0.12%

１一般会計繰入金 589,452,000 588,743,000 709,000 0.12%

(1)法定繰入金 589,451,000 588,742,000 709,000 0.12%

①保険基盤安定繰入金 435,372,000 435,465,000 △93,000 △0.02%
低所得者に対する保険税の軽減相当額等を公費で補填する制度（保

険税軽減 県3/4・保険者支援 国1/2、県1/4）市1/4

②事務費繰入金 79,504,000 80,327,000 △823,000 △1.02% 国民健康保険の事務執行に係る経費

③出産育児一時金繰入金 25,760,000 26,600,000 △840,000 △3.16% 出産育児一時金の2/3

④財政安定化支援事業繰入金 48,815,000 46,350,000 2,465,000 5.32%
低所得者や高齢者の割合が高い国保財政の健全化及び保険税の平準
化のための国の財政措置

(2)法定外繰入金 1,000 1,000 0 0.00%

①その他一般会計繰入金 1,000 1,000 0 0.00%

２基金繰入金 200,000,000 320,226,000 △120,226,000 △37.54%

１財政調整基金繰入金 200,000,000 320,226,000 △120,226,000 △37.54% 国保財政の安定化を図るための基金繰入金

目

○収納率
　・現年課税分
　　 調定見込額の94.17%で計上（R3：93.00%）
　・滞納繰越分
　　 調定見込額の28.21%で計上（R3：27.11%）

令和４年度　国民健康保険特別会計当初予算（案） 〔 歳 入 〕
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〔単位：円〕

款 項 本年度当初予算額 前年度当初予算額 比較増減額 比較増減率 備　　考

７繰越金 1,000 1,000 0 0.00%

１繰越金 1,000 1,000 0 0.00%

１繰越金 1,000 1,000 0 0.00% 前年度からの繰越金

８諸収入 53,603,000 54,817,000 △1,214,000 △2.21%

１延滞金、加算金及び過料 36,600,000 36,600,000 0 0.00%

１一般被保険者延滞金〔収税課〕 36,000,000 36,000,000 0 0.00%

２退職被保険者等延滞金〔収税課〕 600,000 600,000 0 0.00%

2雑入 17,003,000 18,217,000 △1,214,000 △6.66%

１一般被保険者第三者納付金 9,000,000 10,213,000 △1,213,000 △11.88%

２退職被保険者等第三者納付金 1,000 1,000 0 0.00%

３一般被保険者返納金 8,000,000 8,001,000 △1,000 △0.01%

４退職被保険者等返納金 1,000 1,000 0 0.00%

５雑入 1,000 1,000 0 0.00%

14,135,041,000 14,329,247,000 △194,206,000 △1.36%
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合　　　　　　　　　計

目

保険税の滞納に対して加算する延滞金

交通事故等で国保を使用した場合の加害者負担金

国保の資格喪失後受診等による医療費の返還金



〔単位：円〕

款 項 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 比較増減額 比較増減率 備　　考

１総務費 66,868,000 61,583,000 5,285,000 8.58%

１総務管理費 41,167,000 41,352,000 △185,000 △0.45%

１一般管理費 39,348,000 39,488,000 △140,000 △0.35% 国保事業に係る事務運営費等

２団体負担金 1,819,000 1,864,000 △45,000 △2.41% 県国民健康保険団体連合会・県国保協議会の負担金

２徴税費 23,838,000 18,263,000 5,575,000 30.53%

１賦課徴収費 23,838,000 18,263,000 5,575,000 30.53%

〔国保医療課〕 13,379,000 7,509,000 5,870,000 78.17% 国保税の賦課に係る事務運営費

〔収税課〕 10,459,000 10,754,000 △295,000 △2.74% 国保税の徴収に係る事務運営費

３運営協議会費 914,000 914,000 0 0.00%

１運営協議会費 914,000 914,000 0 0.00% 国保運営協議会に係る事務運営費等

４趣旨普及費 949,000 1,054,000 △105,000 △9.96%

１趣旨普及費 949,000 1,054,000 △105,000 △9.96% 国保制度の啓発等に係る費用

２保険給付費 10,033,504,000 10,198,177,000 △164,673,000 △1.61%

１療養諸費 8,643,339,000 8,836,700,000 △193,361,000 △2.19%

１一般被保険者療養給付費 8,515,680,000 8,689,920,000 △174,240,000 △2.01%

２退職被保険者等療養給付費 75,000 75,000 0 0.00%

３一般被保険者療養費 107,160,000 126,000,000 △18,840,000 △14.95%

４退職被保険者等療養費 12,000 12,000 0 0.00%

５審査支払手数料 20,412,000 20,693,000 △281,000 △1.36% レセプトの審査等委託料

２高額療養費 1,335,093,000 1,305,285,000 29,808,000 2.28%

１一般被保険者高額療養費 1,335,048,000 1,305,240,000 29,808,000 2.28%

２退職被保険者等高額療養費 45,000 45,000 0 0.00%

３高額介護合算療養費 2,250,000 2,200,000 50,000 2.27%

１一般被保険者高額介護合算療養費 2,150,000 2,100,000 50,000 2.38%

２退職被保険者等高額介護合算療養費 100,000 100,000 0 0.00%

４移送費 200,000 200,000 0 0.00%

１一般被保険者移送費 100,000 100,000 0 0.00%

２退職被保険者等移送費 100,000 100,000 0 0.00%

５出産育児諸費 38,660,000 39,920,000 △1,260,000 △3.16%

１出産育児一時金 38,640,000 39,900,000 △1,260,000 △3.16% 被保険者の出産に要した費用に対して支給する法定給付

２支払手数料 20,000 20,000 0 0.00% 出産育児一時金の支払手数料

６葬祭諸費 13,500,000 13,000,000 500,000 3.85%

１葬祭費 13,500,000 13,000,000 500,000 3.85% 被保険者の葬儀を行った者に支給する法定給付

7傷病手当諸費 462,000 872,000 △410,000 △47.02%

１傷病手当金 462,000 872,000 △410,000 △47.02% 被保険者への傷病手当金の支給

令和４年度　国民健康保険特別会計当初予算（案） 〔 歳 出 〕
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被保険者の診療報酬等に係る法定給付

被保険者の過重な負担を軽減するための法定給付

高額療養費と介護サービス利用者負担額等の合算額が著し
く高額であるときに支給する法定給付

患者が疾病等により移動することが著しく困難な場合で、
療養の給付を受けるために病院等へ移送したときに支給す
る法定給付



〔単位：円〕

款 項 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 比較増減額 比較増減率 備　　考

３国民健康保険事業費納付金 3,831,634,000 3,848,895,000 △17,261,000 △0.45%

１医療給付費分 2,540,023,000 2,580,061,000 △40,038,000 △1.55%

１一般被保険者医療給付費分 2,539,532,000 2,579,147,000 △39,615,000 △1.54%

２退職被保険者等医療給付費分 491,000 914,000 △423,000 △46.28%

２後期高齢者支援金等分 909,774,000 970,636,000 △60,862,000 △6.27%

１一般被保険者後期高齢者支援金等分 909,670,000 970,343,000 △60,673,000 △6.25%

２退職被保険者等後期高齢者支援金等分 104,000 293,000 △189,000 △64.51%

３介護納付金分 381,837,000 298,198,000 83,639,000 28.05%

１介護納付金分 381,837,000 298,198,000 83,639,000 28.05% 介護保険制度への納付金に係る市負担分を県に納付

４共同事業拠出金 3,000 4,000 △1,000 △25.00%

１共同事業拠出金 3,000 4,000 △1,000 △25.00%

１共同事業拠出金 3,000 4,000 △1,000 △25.00%
退職者医療制度の対象者把握のための年金受給者一覧表作成に係る
費用

５保健事業費 182,162,000 196,939,000 △14,777,000 △7.50%

１保健事業費 66,316,000 79,008,000 △12,692,000 △16.06%

１保健衛生普及費 7,015,000 7,141,000 △126,000 △1.76% 被保険者の自己健康管理の啓発等に係る費用

２疾病予防費 59,301,000 71,867,000 △12,566,000 △17.49%

〔国保医療課〕 10,297,000 14,463,000 △4,166,000 △28.80%

〔健康管理課〕 49,004,000 57,404,000 △8,400,000 △14.63%

２特定健康診査等事業費 115,846,000 117,931,000 △2,085,000 △1.77%

１特定健康診査等事業費 115,846,000 117,931,000 △2,085,000 △1.77%

特定健康診査事業〔健康管理課〕 111,380,000 112,219,000 △839,000 △0.75%

特定保健指導事業〔地域保健課〕 4,466,000 5,712,000 △1,246,000 △21.81%

６基金積立金 149,000 323,000 △174,000 △53.87%

１基金積立金 149,000 323,000 △174,000 △53.87%

１財政調整基金積立金 149,000 323,000 △174,000 △53.87%
県への納付金に不足が生じた場合の対応等、財政の安定化を図るた
めの基金積立金及び預金利子

７公債費 2,021,000 2,021,000 0 0.00%

１公債費 2,021,000 2,021,000 0 0.00%

１利子 2,021,000 2,021,000 0 0.00% 国保運営費の資金が不足した場合の借入金利子

８諸支出金 17,700,000 18,275,000 △575,000 △3.15%

１償還金及び還付加算金 17,698,000 18,273,000 △575,000 △3.15%

１一般被保険者保険税還付金 16,800,000 16,800,000 0 0.00%

２退職被保険者等保険税還付金 120,000 360,000 △240,000 △66.67%

３一般被保険者還付加算金 324,000 600,000 △276,000 △46.00%

４退職被保険者等還付加算金 3,000 12,000 △9,000 △75.00%

５償還金 451,000 501,000 △50,000 △9.98% 過誤納返還金等

2繰出金 2,000 2,000 0 0.00%

２出産費資金貸付基金繰出金 2,000 2,000 0 0.00% 基金運用に伴う預金利子の基金への繰出し
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過年分の国保税の過誤納還付金

国保税の還付金に係る加算金

特定健康診査及び特定保健指導の事業に係る費用

糖尿病性腎症重症化予防事業、コバトン健康マイレージ、
ジェネリック医薬品差額通知、医療費通知、人間ドック助
成金など被保険者の健康の維持増進を図るための費用

被保険者の医療給付に係る市負担分を県に納付

後期高齢者医療制度への支援に係る市負担分を県に納付



〔単位：円〕

款 項 目 本年度当初予算額 (a) 前年度当初予算額 (b) 比較増減額 (c)=(a)-(b) 比較増減率 (d)=(c)/(b) 備　　考

９予備費 1,000,000 3,030,000 △2,030,000 △67.00%

１予備費 1,000,000 3,030,000 △2,030,000 △67.00%

１予備費 1,000,000 3,030,000 △2,030,000 △67.00%

14,135,041,000 14,329,247,000 △194,206,000 △1.36%
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